
平成 29 年 3 月

平成 28 年度 平成 37 年度

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

　水道料金　＝　基本料金　＋　従量料金　（消費税及び地方消費税が加算されます。）

1～5 6～10 11～20 21～50 51～100 101～
13

20 0円 40円 261円 266円 302円 335円 400円
25 2,370円

※口径13～25までは、基本水量5（㎥）が付与されている。

51～100 101～
30 3,300円

40 5,600円

50 9,500円

75 19,000円

100 32,000円

150 71,000円

1～3
農業用 724円 0円 400円

※農業用は、基本水量3（㎥）が付与されている。

1～200
浴場用 22,648円 0円 400円

※浴場用は、基本水量200（㎥）が付与されている。

プ－ル用 口径別料金 400円
※プール用の基本料金は、口径別料金となる。

臨時用 なし なし
※臨時用の基本料金はなく、従量料金のみとなる。

計 画 給 水 人 口 5,389

現 在 給 水 人 口 5,370

基本料金
従量料金　1（㎥）当たりの料金

休止料金
201～

266円 302円 335円 400円

【特例による用途別料金　農業用】

口径
(mm) 基本料金

従量料金　1（㎥）当たりの料金
休止料金

【口径13mm～25mmの料金体系】

1,700円

0.220

1～50

田子町

田子町上水道事業

法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

　法適（全部）

休止料金

施 設 能 力 3,238 ㎥／日

基本料金
従量料金　1（㎥）当たりの料金口径

(mm) 休止料金

【口径30mm～150mmの料金体系】

～

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

4～

161円

【特例による用途別料金　浴場用】

口径
(mm)

口径
(mm)

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

計 画 期 間 ：

9

基本料金 従量料金　1（㎥）当たりの料金

管 路 延 長

水 源

基本料金
従量料金　1（㎥）当たりの料金

　平 成 24 年 10 月 1 日

別添１－２

田子町水道事業経営戦略

事業の現況

　水道料金の算定方法を以下に示します。

101.8
千ｍ

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

施 設 利 用 率 60.0

施 設 数

策 定 日 ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

6

供 用 開 始 年 月 日 　平 成 28 年 4 月 1 日

207円

【特例による用途別料金　プ－ル用】

口径
(mm) 基本料金 休止料金従量料金　1（㎥）当たりの料金

200円

【特例による用途別料金　プ－ル用】

口径
(mm) 休止料金

453円

その他表流水 ダム 伏流水 地下水 受水 湧水



④ 組　織

（２）

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

　青森県水道事業広域連携推進会議において地区会議により事業統合についての勉強会が開催されています。本町の水道事業担当者につい
ても積極的に参加しており、今後も事業統合に向けた取り組みを実践します。

　　本町の水道事業は、４名の職員で運営されています。組織体制は以下のとおりとなります。
　　　    建設課長（水道グループリーダー兼務）
　　　　　グループ員３名　①予算、決算、経理１名
　　　　　　　　　　　　　　　　②水道料金、検針、水質検査、給水装置工事、維持管理１名
　　　　　　　　　　　　　　　　③統計、施設整備、事業計画１名

これまでの主な経営健全化の取組

　 平成２７年に公表された平成２６年度決算「経営比較分析表」を次ペ－ジに添付しています。
「経営比較分析表」の策定にあたっては、各決算年度の地方公営企業決算状況調査等の数値を基に算出されています。

*1　「広域化」とは、①事業統合、②経営の一体化、③管理の一体化、④施設の共同化をいい、それぞれの内容は以下のとおりである。なお、将来の広域化に向けた他団体との勉強会の設置
や人事交流等について説明すべきものがあればその内容も記載すること。
①経営主体も事業も一つに統合された形態、②経営主体は一つだか、認可上、事業は別の形態、③維持管理業務や総務系の事務処理などを共同実施あるいは共同委託等により実施する形
態、④浄水場、配水池、水質試験センターなどの施設を共同保有する形態

　以下の業務を民間委託にて対応しています。
　　①水道水質検査業務
　　②検針業務
　なお、浄水場運転管理業務などの包括業務委託については広域連携を踏まえた検討が必要となります。

民間活用の取組

施設の統廃合

施設の広域化(*1)

　平成27年度に田子町上水道事業・新田地区簡易水道事業・関地区簡易水道事業・原小規模水道を廃止して、上水道事業の統合認可を取得し
ています。これに伴い、平成29年度より統合整備を実施する計画としています。



グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成26年度全国平均

※　平成22年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路経年化率及び管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

全体総括

　給水収益の減少や人口減少等による有収水量の減
少により、経営状況は非常に厳しいものとなってお
り、また、施設の老朽化対策も必要であることか
ら、維持管理費の削減と効率的な投資計画に取り組
み、経営改善を図る必要がある。

「施設全体の減価償却の状況」 「管路の経年化の状況」 「管路の更新投資の実施状況」

2. 老朽化の状況について

　管路経年化率が類似団体平均より高いものとなっ
ているが、ゆるやかに低下傾向にある。施設の更新
等に必要な財源の確保が厳しい状況ではあるが、経
営状況とのバランスを見ながら継続していく必要が
ある。

「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「供給した配水量の効率性」

2. 老朽化の状況

110.14 【】

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 32.61 90.61 4,870 5,507 50.00

　経常収支比率が100％未満となっており、以前よ
り給水収益が減少しているため、流動比率も急激に
落ち込んでいる。累積欠損金はないものの、企業債
残高の比率も高く、維持管理費の削減や更新等の投
資の効率化について、中長期的な改善策の検討が必
要である。また、有収率は類似団体平均より高いも
のの、施設利用率が低いため、将来的な施設の統廃
合など、経常収支とのバランスを見ながら、計画的
な施設整備を検討していく必要がある。

「経常損益」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」

25.45 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km

2
) 給水人口密度(人/km

2
) －

法適用 水道事業 末端給水事業 A8 6,159 241.98

経営比較分析表
青森県　田子町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 0.89 0.92 1.49 0.96 1.14

平均値 0.81 0.82 0.66 0.64 0.56

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 97.67 83.62 79.32 96.46 94.79

平均値 108.06 104.82 104.95 105.53 107.20

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 44.35 44.84 45.41 46.16 46.94

平均値 33.21 34.24 35.18 36.43 46.12

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 36.77 36.59 35.49 34.51 33.98

平均値 6.34 6.81 8.41 8.72 9.86

①経常収支比率(％)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 23.31 26.83 26.81 28.31 13.46

0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

800,000.00

900,000.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 826,585.71 4,394.83 10,169.88 3,230.42 83.57

平均値 1,129.91 1,197.11 1,002.64 1,164.51 434.72

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 912.30 1,064.39 1,027.44 966.24 935.12

平均値 540.94 532.30 520.30 498.27 495.76

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 97.51 81.69 79.18 96.08 94.49

平均値 93.43 90.17 90.69 90.64 93.66

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 193.47 241.05 258.86 232.98 253.97

平均値 204.24 210.28 211.08 213.52 208.21

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 60.01 49.98 50.00 48.32 45.43

平均値 51.05 50.49 49.69 49.77 49.22

75.00

76.00

77.00

78.00

79.00

80.00

81.00

82.00

83.00

84.00

85.00

86.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 84.65 83.32 82.93 82.81 84.16

平均値 80.81 78.70 80.01 79.98 79.48

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【113.03】 【0.81】 【264.16】 【283.72】

【89.78】【59.80】【164.21】【104.60】

【46.31】 【12.42】 【0.78】



２．将来の事業環境

（１）

1.行政区域内人口は、本町の上位計画や過去の実績などを基に以下の手法により推計します。

　　①町総合計画における将来推計人口

　　②人口問題研究所による日本の地域別将来推計人口

　　③地区別時系列傾向分析による将来推計人口

　　④行政区域内時系列傾向分析による将来推計人口

(人）

年次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

行政区域内人口 5,837 5,720 5,606 5,495 5,386 5,280 5,177 5,076 4,977 4,881

2.給水区域内人口は、行政区域内人口の推計値に計画水道普及率（過去10ヵ年の平均値98.4％）を乗じて設定します。

(人）

年次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

水道普及率（％）

給水区域内人口 5,745 5,630 5,518 5,409 5,301 5,197 5,096 4,996 4,899 4,804

3.給水人口は、給水区域内人口の推計値に計画給水普及率（計画目標年次の給水普及率100％に漸増）を乗じて設定します。

(人）

年次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

給水普及率（％） 93.8 94.5 95.2 95.9 96.5 97.2 97.9 98.6 99.3 100.0

給水人口 5,389 5,320 5,253 5,187 5,115 5,051 4,989 4,926 4,865 4,804

※計画給水人口   5,389人 （平成28年）

（２）

1.生活用水量は過去10ヵ年の一人一日生活用水量の実績を基に以下の手法により推計します。

　　①地区別時系列傾向分析による一人一日生活用水量の推計

　　②給水区域内時系列傾向分析による一人一日生活用水量の推計

(㎥/日）

年次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

生活用水量 798 787 777 762 752 742 733 724 710 701

2.業務・営業用水量は過去4ヵ年の最大値（平成23年実績）を採用します。

(㎥/日）

年次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

業務・営業用水量 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740

3.工場用水量は過去10ヵ年の最大値（平成17年実績）を採用します。

(㎥/日）

年次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

工場用水量 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

4.有効無収水量及び有効率、有収率、負荷率の設定

　　（1）有効無収水量 (有効水量の4.0％を有効無収水量として計画する。)

　　（2）有効率 (計画目標年次まで有効率を95.0％に漸増させるものとする。)

　　（3）有収率 (有効水量の96.0％が有収水量とし、計画目標年次まで有効率を91.2％に漸増させるものとする。)

　　（4）負荷率 (過去10ヶ年の最低値を採用し71.9％に設定する。)

5.水需要の予測は以下のとおりとなります。

(％，㎥/日）

年次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

有効率 90.0 90.6 91.2 91.8 92.4 93.0 93.6 94.2 94.8 95.0

有収率 86.4 87.0 87.6 88.1 88.7 89.3 89.9 90.4 91.0 91.2

負荷率 71.9 71.9 71.9 71.9 71.9 71.9 71.9 71.9 71.9 71.9

１日平均給水量 1,943 1,916 1,892 1,864 1,839 1,817 1,796 1,774 1,748 1,734

１日最大給水量 2,703 2,665 2,631 2,593 2,557 2,527 2,498 2,467 2,431 2,411

※計画1日最大給水量   2,703m3/日 （平成28年）

　　　　　【給水人口の推計値】

98.4

水需要の予測

給水人口の予測

　　　　　【生活用水量の推計値】

(行政区域内における過去10ヵ年の実績を基に時系列傾向分析により
求められた推計結果を採用する。）

　以上の4手法により求められた推計結果と過去10ヵ年の実績との相関係数が最も高い手法を採用します。本計画では、④行政区域内時系列傾
向分析による将来推計人口を採用します。以下にその結果を示します。

　　　　　【水需要の予測】

(上水道区域、新田地区、関地区における過去10ヵ年の実績を基に時系
列傾向分析により求められた地区別の推計結果を採用する。）

(給水区域内における過去10ヵ年の実績を基に時系列傾向分析により
求められた推計結果を採用する。）

　以上の2手法により求められた推計結果に給水人口を乗じて生活用水量を推計します。推計結果と過去10ヵ年の実績との相関係数が最も高い
手法を採用します。本計画では、②給水区域内時系列傾向分析による一人一日生活用水量の推計を採用します。以下にその結果を示します。

　(町総合計画における推計結果を採用する。)

　(国立社会保障　人口問題研究所により公表された『日本の地域別将
来推計人口』（平成25年3月1日現在）の推計結果を採用する。）

(上水道区域、新田地区、関地区における過去10ヵ年の実績を基に時系
列傾向分析により求められた地区別の推計結果を採用する。）

　　　　　【行政区域内人口の推計値】

　　　　　【給水区域内人口の推計値】

　　　　　【業務・営業用水量の推計値】

　　　　　【工場用水量の推計値】

行政区域内人口の予測

給水区域内人口の設定

給水人口の設定

生活用水量の推計

業務・営業用水量の推計

工場用水量の推計

水需要の予測



（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

　田子町水道ビジョンの目標に基づき、次のとおりとします。
　　①持続「いつまでも皆様の近くにありつづける水道」
　　 　施設の統廃合などにより施設規模を見直し、コストの削減を目指します。
　　 　経営の安定化を図るため、収納率の向上、企業債の借入だけに頼らず補助事業等を利用し、財源の確保を行います。
　　②安全「いつまでも安心して飲める安全で信頼される水道」
　　 　クリプトスポリジウム対策等の施設整備を行い、安全な水質を確保し、おいしい水道水の供給を目指します。
　　③強靱「災害に強くたくましい水道」
　　   地震などの大規模災害時でも水道の安定供給ができるよう、老朽管の更新や施設の耐震化を目指します。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

料金収入の見通し

　給水人口の予測に見られるように、今後、給水人口の減少が予測され、これに伴い給水収益の減収が予想されます。平成24年度に水道料金の改定を行っていますが、諸々
の動向を把握しながら持続的事業運営可能な水道料金体系の構築を図ります。次ペ－ジより「別紙　財政計画（収益的収支）及び（資本的収支）」を添付します。

目 標
　収支計画において以下の内容を目標として投資を行います。
　　①施設規模の見直しによるコストの縮減
　　②事業費の平準化

目 標 　財源については経費の削減及び料金改定を検討します。

②　収支計画のうち財源についての説明

　収支計画において以下の整備を目的として投資を行います。
　　①重要給水施設配水管更新（平成35年度まで順次整備）
　　②上水道事業統合認可の計画に基づく施設整備（平成29年度から順次整備）

　設備投資に関わる財源は起債だけに頼らず補助金及び交付金等の活用を検討します。

　水道事業を将来にわたり安定して持続させるため、現状の組織体制を維持し、水道事業に精通した職員の育成に取り組みます。また、担当職員は、公営企業職員として、事
業の効率的な経営と公共性及び企業性の発揮に努め、目標管理や企業会計などの民間の経営管理手法を導入して、経営能力の向上を図ります。

施設の見通し

投資・財政計画（収支計画）　：　 別紙のとおり

　収支計画のうち投資以外の経費は以下のとおりであり、各項目について削減に努めます。
　　①修繕費は、施設の老朽化に伴い増加していくものと考えられます。このため、効率的な更新計画を策定し修繕経費の最小化を検討します。
　　②動力費は、省電力設備への更新を検討します。
　　③施設運営に関わる各種経費の効果を検証して支出の抑制を検討します。

組織の見通し

　平成２７年度取得した上水道事業統合認可の計画のとおり、新田地区上流部の国有林内に湧水を求め、水源を新設します。これに伴い新田地区の既設水源は廃止し、施設
の一元化を実施します。また、以下の施設整備についても計画・実施します。

　①水質の安全性確保のため、浄水場における浄水方法の見直しを行います。
　②維持管理性向上のため、中央監視設備などの整備を行います。
　③災害時の応急給水などに活用するため連絡管の整備を行います。
　④計画的な老朽管路の更新を行います。



様式第2号（法適用企業・収益的収支）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 138,291 142,824 143,794 143,507 143,220 142,934 142,649 142,364 142,079 141,796 141,512 141,230
(1) 138,025 142,433 143,600 143,313 143,026 142,740 142,455 142,170 141,885 141,602 141,318 141,036
(2) (B)
(3) 266 391 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

２． 3,222 3,694 4,021 11,224 5,051 5,641 6,210 6,804 7,463 8,031 8,480 8,480
(1) 6,801

6,801

(2) 3,219 3,691 4,020 4,422 5,050 5,640 6,209 6,803 7,462 8,030 8,479 8,479
(3) 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(C) 141,513 146,518 147,815 154,731 148,271 148,575 148,859 149,168 149,542 149,827 149,992 149,710
１． 118,774 122,226 116,766 114,275 117,558 120,548 122,908 124,986 123,899 125,046 127,011 128,756
(1) 19,783 20,185 20,711 20,918 20,918 20,918 20,918 20,918 20,918 20,918 20,918 20,918

8,967 9,191 9,424 9,631 9,631 9,631 9,631 9,631 9,631 9,631 9,631 9,631

10,816 10,994 11,287 11,287 11,287 11,287 11,287 11,287 11,287 11,287 11,287 11,287
(2) 39,064 40,846 33,201 29,727 29,641 29,512 29,469 29,341 29,256 29,172 29,089 28,979

1,273 1,047 1,236 1,225 1,218 1,207 1,203 1,192 1,185 1,178 1,171 1,162
10,008 10,327 13,478 10,135 10,135 10,135 10,135 10,135 10,135 10,135 10,135 10,135

410 231 477 473 470 466 465 461 458 455 452 448
27,373 29,241 18,010 17,894 17,818 17,704 17,666 17,553 17,478 17,404 17,331 17,234

(3) 59,927 61,195 62,854 63,630 66,999 70,118 72,521 74,727 73,725 74,956 77,004 78,859
２． 30,523 29,227 28,952 26,398 25,532 24,564 23,514 22,426 21,417 20,496 19,672 19,209
(1) 30,449 29,227 28,942 26,388 25,522 24,554 23,504 22,416 21,407 20,486 19,662 19,199
(2) 74 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

(D) 149,297 151,453 145,718 140,673 143,090 145,112 146,422 147,412 145,316 145,542 146,683 147,965
(E) △ 7,784 △ 4,935 2,097 14,058 5,181 3,463 2,437 1,756 4,226 4,285 3,309 1,745
(F)
(G) 1,222 22 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
(H) △ 1,222 △ 22 △ 500 △ 500 △ 500 △ 500 △ 500 △ 500 △ 500 △ 500 △ 500 △ 500

△ 9,006 △ 4,957 1,597 13,558 4,681 2,963 1,937 1,256 3,726 3,785 2,809 1,245
(I) 39,792 34,835 36,432 49,990 54,671 57,634 59,571 60,826 64,553 68,337 71,147 72,392
(J) 57,399 48,617 42,621 51,707 50,869 52,159 50,837 49,477 53,011 55,966 61,112 72,316

14,091 11,922 14,768 14,768 14,768 14,768 14,768 14,768 14,768 14,768 14,768 14,768
(K) 68,683 75,097 78,718 82,430 81,160 85,232 86,765 80,365 80,976 79,709 74,372 70,722

2,117 2,437 2,437 2,437 2,437 2,437 2,437 2,437 2,437 2,437 2,437 2,437
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 138,291 142,824 143,794 143,507 143,220 142,934 142,649 142,364 142,079 141,796 141,512 141,230

(N)

(O)

(P) 135,245 138,291 142,824 143,794 143,507 143,220 142,934 142,649 142,364 142,079 141,796 141,512

健全化法第22 条により 算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

45 48 50

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

51

地方財政法施行令第15条第１項により 算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

25 35 38 40 42 4324

う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） 29

う ち 一 時 借 入 金

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

支 払 利 息
そ の 他

支 出 計
(C)-(D)

そ の 他
経 費

動 力 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

H36 H37

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

収 入 計

経 常 損 益

               別紙　財政計画（収益的収支）

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35



様式第2号（法適用企業・資本的収支）

（単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 51,500 53,300 54,700 118,700 116,900 114,800 118,300 116,100 88,400 82,400 101,400 103,400

２． 967 956 3,332 2,412 1,935 2,537 4,100 1,898

３．

４．

５．

６． 20,976 15,021 17,866 27,900 26,200 25,300 26,400 29,300 25,233 19,933

７．

８．

９．

(A) 73,443 68,321 73,522 149,932 145,512 142,035 147,237 149,500 115,531 102,333 101,400 103,400

(B)

(C) 73,443 68,321 73,522 149,932 145,512 142,035 147,237 149,500 115,531 102,333 101,400 103,400

１． 75,634 69,921 74,666 150,621 146,239 142,742 147,964 150,107 116,228 103,026 102,000 104,000

２． 62,489 65,336 71,347 74,968 78,680 77,410 81,482 83,015 76,615 77,226 75,959 70,622

３．

４．

５．

(D) 138,123 135,257 146,013 225,589 224,919 220,152 229,446 233,122 192,843 180,252 177,959 174,622

(E) 64,680 66,936 72,491 75,657 79,407 78,117 82,209 83,622 77,312 77,919 76,559 71,222

１． 60,754 63,004 66,997 64,537 68,612 67,581 71,286 72,540 68,740 70,324 69,040 63,555

２．

３．

４． 3,926 3,932 5,494 11,120 10,795 10,536 10,923 11,082 8,572 7,595 7,519 7,667

(F) 64,680 66,936 72,491 75,657 79,407 78,117 82,209 83,622 77,312 77,919 76,559 71,222

(G)

(H) 1,225,368 1,207,321 1,187,053 1,227,073 1,266,563 1,299,881 1,335,166 1,374,651 1,385,825 1,392,266 1,423,044 1,459,472

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

967 956 3,332 2,412 1,935 2,537 4,100 1,898

967 956 3,332 2,412 1,935 2,537 4,100 1,898

967 956 3,332 2,412 1,935 2,537 4,100 1,898

               別紙　財政計画（資本的収支）

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

H36 H37

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

本年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

H36 H37

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

H30 H31 H32 H33 H34 H35H29



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資について検討状況等

②　財源について検討状況等

③　投資以外の経費についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

修 繕 費

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

料 金

企 業 債

毎年進捗管理を行い、５年毎に見直しを行う。

　施設・設備の長寿命化等の投資の平準化については、今後の検討課題とします。

　青森県水道事業広域連携推進会議において地区会議により事業統合についての勉強会が開催されています。本町の
水道事業担当者についても積極的に参加しており、今後も事業統合に向けた取り組みを実践します。

　補助及び交付金対象事業費から補助金を控除した額を企業債にて計上します。

　本町における基準内繰入を今後も行う予定とします。

　民間の資金・ノウハウ等の活用については、今後の検討課題とします。

　料金改定について見直しを検討します。

　効率的な更新計画を策定し修繕経費の最小化を検討します。

動 力 費 　省電力設備への計画的な更新を検討します。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

民 間 の 資 金 ・ ノ ウ ハ ウ 等 の 活 用
（ PFI ・ DBO の 導 入 等 ）

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等 の
投 資 の 平 準 化

広 域 化

委 託 料
　水道水質検査及び検針業務などを委託して、事務の軽減及び経費の削減を実践しています。今後は、水道施設の維
持管理委託における広域化について検討します。

*2　遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など

資 産 の 有 効 活 用 等 （ *2 ） に よ る
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組

　上水道事業統合認可の計画に基づき施設の統廃合を実施します。

※　投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　　 また、（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向け
　 た取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。

　上水道事業統合認可の計画に基づき施設の合理化を実施します。

　資産の有効活用については今後の検討課題とします。

　補助及び交付金等の活用を検討します。

繰 入 金


